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川西市特別職報酬等審議会

◯議会の議員の議員報酬並びに市長等の給与の額については、以下の通知に基づき、
川西市特別職報酬等審議会を開催し、諮問しています。

   最近における地方公共団体の議会の議員の報酬に関する条例の改正をめぐる世論の
動向にかんがみ、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機
関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があると認められるので、下記要
領によりすみやかに措置されたく、命によって通知する。
   なお、管下各市（特別区を含む。）については、都道府県の例にならい措置を講ずるよう、
また町村については必要に応じ同様の措置を講ずるよう指導されたい。

１　地方自治法第１３８条の４第３項の規定による都道府県知事の附属機関として、別紙
　条例準則を参考として特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）を設置するものと
　すること。
２　都道府県知事は、都道府県議会議員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようと
　するときは、あらかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聞かなければならない
　ものとすること。
　　なお、知事、副知事及び出納長の給料の額についても同様の手続により措置するこ
　とが適当であること。
３　審議会の委員は、都道府県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちか
　任命するものとすること。この場合、当該都道府県の議会の議員、長及び常勤の職員
　を任命することは避けること。

特別職の報酬等について（昭和39年5月28日自治給第208号 自治事務次官通知）（抄）

記

　別紙条例準則（略）
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川西市特別職報酬等審議会の開催状況及び改定状況

適用年月日 適用年月日 適用年月日 適用年月日

市長 890,000 円 8.5 ％ S63.12.1 1,040,000 円 16.9 ％ H4.4.1 1,020,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 982,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

副市長 722,000 円 8.6 ％ S63.12.1 843,000 円 16.8 ％ H4.4.1 827,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 796,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

教育長 630,000 円 8.6 ％ S63.12.1 736,000 円 16.8 ％ H4.4.1 722,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 695,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

議長 635,000 円 8.5 ％ S63.12.1 742,000 円 16.9 ％ H4.4.1 728,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 701,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

副議長 570,000 円 8.6 ％ S63.12.1 666,000 円 16.8 ％ H4.4.1 653,000 円 -2.0 ％ H27.4.1 629,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

議員 516,000 円 8.6 ％ S63.12.1 603,000 円 16.9 ％ H4.4.1 592,000 円 -1.8 ％ H27.4.1 570,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

※　教育長については、H29特別職報酬等審議会より、新たに諮問対象としており、これまでの改定については他の特別職に準じて改定している。

改定率月額 改定率 月額 改定率 月額
区分

改定の考え方

一般職の給与改定、普通昇給によ
り９．２％の上昇をみることとなった
ため、収入役と一部一般職の職員
の給与との間に逆転現象が生じた。
その是正をもとに改定。

一般職の給与改定、普通昇給により
１８．５％の上昇をみることとなったた
め、収入役と一部一般職の職員の給
与との間に逆転現象が生じた。その
是正をもとに改定。

一般職の給与改定（平成４年～平成２
５年）をもとに△１．９％の改定。

一般職の給与改定（平成２６年～平
成２８年）をもとに△３．７％の改定。

昭和６３年度 平成４年度 平成２６年度 平成２９年度

月額 改定率
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阪神７市「市長・副市長・教育長給料一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 市長 順位 副市長 順位 教育長 順位 人口 順位

1 川西市 982,000円 5 796,000円 5 695,000円 5 152,104人 5

2 尼崎市 1,177,000円 2 942,000円 2 805,000円 2 450,233人 2

3 西宮市 1,206,000円 1 974,000円 1 827,000円 1 486,693人 1

4 芦屋市 1,061,000円 3 885,000円 3 732,000円 3 94,011人 7

5 伊丹市 1,036,000円 4 857,000円 4 725,000円 4 198,141人 4

6 宝塚市 978,000円 7 795,800円 6 682,000円 7 223,652人 3

7 三田市 982,000円 5 785,000円 7 687,000円 6 109,038人 6

1,073,333円 873,133円 743,000円

※人口は、兵庫県企画県民部ビジョン局統計課発表の「令和３年４月１日現在兵庫県推計人口」を使用（以下同じ）

６市平均額（川西市除き）
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阪神７市「市長・副市長・教育長年収一覧（本則）」

（令和３年４月１日現在）

市長 副市長 教育長 市長 副市長 教育長

1 川西市 982,000円 796,000円 695,000円 5,703,456円 4,623,168円 4,036,560円 18,665,856円 5 15,130,368円 6 13,210,560円 4

2 尼崎市 1,177,000円 942,000円 805,000円 5,717,276円 4,575,764円 3,910,286円 19,841,276円 2 15,879,764円 2 13,570,286円 2

3 西宮市 1,206,000円 974,000円 827,000円 6,440,040円 5,201,160円 4,416,180円 20,912,040円 1 16,889,160円 1 14,340,180円 1

4 芦屋市 1,061,000円 885,000円 732,000円 5,665,740円 4,725,900円 3,908,880円 18,397,740円 6 15,345,900円 4 12,692,880円 6

5 伊丹市 1,036,000円 857,000円 725,000円 5,448,842円 4,507,392円 3,813,138円 19,124,042円 3 15,819,792円 3 13,383,138円 3

6 宝塚市 978,000円 795,800円 682,000円 5,340,369円 4,345,466円 3,724,061円 18,836,769円 4 15,327,506円 5 13,135,661円 5

7 三田市 982,000円 785,000円 687,000円 5,243,880円 4,191,900円 3,668,580円 17,027,880円 7 13,611,900円 7 11,912,580円 7

15% 3.35月 20% 25%

なし 4.45月 20% なし

なし 4.45月 20% なし

10% 3.35月 20% 25%

なし 3.35月 45% なし

なし 4.45月 20% なし

10% 4.45月 20% なし

給料月額 地域手当 期末手当

管理職加算

年収（給与＋地域手当＋期末手当）
支給額

支給率
支給額

支給月数 役職加算
支給額（順位）

市長 副市長 教育長

＜算定方法＞

{（給料月額＋地域手当）＋（給料月額＋地域手当）×役職加算＋（給料月額×管理職加算）}×支給月数

川西市の場合
{(982,000円+98,200円)+(982,000円+98,200円)×0.2+(982,000×0)}×4.45

役職加算 　　　役職段階等に応じて定められた加算割合
管理職加算 　　　管理・監督の地位に応じて定められた加算割合
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市長・副市長・教育長給料月額の改定状況（直近３回）

H4.4.1 H27.4.1 改定率 H30.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,040,000円 1,020,000円 -1.9% 982,000円 -3.7% 982,000円

副市長 843,000円 827,000円 -1.9% 796,000円 -3.7% 796,000円

教育長 736,000円 722,000円 -1.9% 695,000円 -3.7% 695,000円

H1.11.1 H3.11.1 改定率 H20.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,148,000円 1,234,000円 7.5% 1,177,000円 -4.6% 1,177,000円

副市長 927,000円 997,000円 7.6% 942,000円 -5.5% 942,000円

教育長 805,000円 844,000円 4.8% 805,000円 -4.6% 805,000円

H4.4.1 H6.7.1 改定率 H21.8.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,226,000円 1,261,000円 2.9% 1,206,000円 -4.4% 1,206,000円

副市長 995,000円 1,022,000円 2.7% 974,000円 -4.7% 974,000円

教育長 827,000円 862,000円 4.2% 827,000円 -4.1% 827,000円

H4.4.1 H19.4.1 改定率 H27.6.11 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,072,000円 836,000円 -22.0% 1,061,000円 26.9% 1,061,000円

副市長 894,000円 724,000円 -19.0% 885,000円 22.2% 885,000円

教育長 740,000円 614,000円 -17.0% 732,000円 19.2% 732,000円

川
　
西
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

尼
　
崎
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

西
　
宮
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

給料月額

芦
　
屋
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額
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市長・副市長・教育長給料月額の改定状況（直近３回）

H6.10.1 H19.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 H29.4.1現在

市   長 1,121,000円 1,063,000円 -5.2% 1,036,000円 -2.5% 1,036,000円

副市長 927,000円 879,000円 -5.2% 857,000円 -2.5% 857,000円

教育長 785,000円 744,000円 -5.2% 725,000円 -2.6% 725,000円

H21.1.1 H24.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,021,000円 988,000円 -3.2% 978,000円 -1.0% 978,000円

副市長 835,000円 804,000円 -3.7% 795,800円 -1.0% 795,800円

教育長 716,000円 689,000円 -3.8% 682,000円 -1.0% 682,000円

H16.4.1 H24.10.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,000,000円 945,000円 -5.5% 982,000円 3.9% 982,000円

副市長 800,000円 756,000円 -5.5% 785,000円 3.8% 785,000円

教育長 700,000円 661,000円 -5.6% 687,000円 3.9% 687,000円

伊
　
丹
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

三
　
田
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

宝
　
塚
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額
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県内２９市「市長・副市長・教育長給料一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 市長 順位 副市長 順位 教育長 順位 人口 順位

1 川西市 982,000円 10 796,000円 12 695,000円 11 152,104人 9

2 神戸市 1,410,000円 1 1,110,000円 1 830,000円 1 1,511,393人 1

3 姫路市 1,180,000円 3 960,000円 3 810,000円 3 526,754人 2

4 尼崎市 1,177,000円 4 942,000円 4 805,000円 4 450,233人 4

5 明石市 1,084,000円 6 895,000円 6 733,000円 6 299,623人 5

6 西宮市 1,206,000円 2 974,000円 2 827,000円 2 486,693人 3

7 洲本市 920,000円 18 740,000円 20 650,000円 18 40,723人 22

8 芦屋市 1,061,000円 7 885,000円 7 732,000円 7 94,011人 11

9 伊丹市 1,036,000円 8 857,000円 8 725,000円 8 198,141人 8

10 相生市 897,000円 19 744,000円 18 646,000円 19 28,284人 28

11 豊岡市 885,000円 22 695,000円 24 615,000円 25 76,686人 13

12 加古川市 1,094,000円 5 904,000円 5 779,000円 5 260,149人 6

13 赤穂市 894,000円 20 742,000円 19 644,000円 20 45,308人 18

14 西脇市 921,000円 17 750,000円 16 665,000円 16 38,377人 25

15 宝塚市 978,000円 14 795,800円 13 682,000円 15 223,652人 7

16 三木市 980,000円 12 830,000円 10 710,000円 9 73,975人 14

17 高砂市 1,012,000円 9 832,000円 9 702,000円 10 87,124人 12

18 小野市 980,000円 12 794,000円 14 695,000円 11 47,212人 17

19 三田市 982,000円 10 785,000円 15 687,000円 13 109,038人 10

20 加西市 893,000円 21 714,000円 21 640,000円 21 42,166人 20

21 丹波篠山市 837,000円 28 666,000円 28 612,000円 26 39,140人 24

22 養父市 783,000円 29 630,000円 29 585,000円 29 21,698人 29

23 丹波市 877,000円 24 698,000円 23 627,000円 24 60,647人 16

24 南あわじ市 850,000円 27 680,000円 27 600,000円 28 43,793人 19

25 朝来市 865,000円 25 684,000円 26 635,000円 23 28,466人 27

26 淡路市 860,000円 26 690,000円 25 610,000円 27 41,037人 21

27 宍粟市 880,000円 23 712,000円 22 638,000円 22 33,920人 26

28 加東市 940,000円 16 750,000円 16 660,000円 17 40,540人 23

29 たつの市 965,000円 15 800,000円 11 685,000円 14 73,727人 15

980,250円 794,957円 686,750円

964,333円 783,289円 681,444円

２８市平均額
（川西市除き）

２７市平均額
（川西市・神戸市除き）
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阪神７市「議長・副議長・議員報酬一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 議長 順位 副議長 順位 議員 順位 人口 順位

1 川西市 701,000円 6 629,000円 6 570,000円 6 152,104人 5

2 尼崎市 797,000円 2 717,000円 2 640,000円 2 450,233人 2

3 西宮市 827,000円 1 748,000円 1 687,000円 1 486,693人 1

4 芦屋市 737,000円 3 653,000円 3 591,000円 3 94,011人 7

5 伊丹市 720,000円 4 646,000円 4 584,000円 5 198,141人 4

6 宝塚市 711,700円 5 639,400円 5 587,000円 4 223,652人 3

7 三田市 636,000円 7 549,000円 7 500,000円 7 109,038人 6

738,117円 658,733円 598,167円６市平均額（川西市除き）
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阪神７市「議長・副議長・議員年収一覧（本則）」

（令和３年４月１日現在）

議長 副議長 議員 議長 副議長 議員

1 川西市 701,000円 629,000円 570,000円 3,743,340円 3,358,860円 3,043,800円 12,155,340円 4 10,906,860円 4 9,883,800円 5

2 尼崎市 797,000円 717,000円 640,000円 3,871,426円 3,482,826円 3,108,800円 13,435,426円 2 12,086,826円 2 10,788,800円 2

3 西宮市 827,000円 748,000円 687,000円 4,416,180円 3,994,320円 3,668,580円 14,340,180円 1 12,970,320円 1 11,912,580円 1

4 芦屋市 737,000円 653,000円 591,000円 3,935,580円 3,487,020円 3,155,940円 12,779,580円 3 11,323,020円 3 10,247,940円 3

5 伊丹市 720,000円 646,000円 584,000円 3,497,400円 3,137,946円 2,836,780円 12,137,400円 5 10,889,946円 5 9,844,780円 6

6 宝塚市 711,700円 639,400円 587,000円 3,457,083円 3,105,886円 2,851,353円 11,997,483円 6 10,778,686円 6 9,895,353円 4

7 三田市 636,000円 549,000円 500,000円 3,396,240円 2,931,660円 2,670,000円 11,028,240円 7 9,519,660円 7 8,670,000円 74.45月 20%

4.45月 20%

4.45月 20%

3.35月 45%

4.45月 20%

3.35月 45%

3.35月 45%

報酬月額 期末手当 年収（報酬＋期末手当）
支給額 支給額

支給月数 役職加算
支給額（順位）

議長 副議長 議員

＜算定方法＞

｛報酬月額＋（報酬月額×役職加算）｝×支給月数

川西市の場合
｛701,000円+(701,000円×0.2)｝×4.45

役職加算 　　　役職段階等に応じて定められた加算割合
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議長・副議長・議員報酬月額の改定状況（直近３回）

H4.4.1 H27.4.1 改定率 H30.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 742,000円 728,000円 -1.9% 701,000円 -3.7% 701,000円

副議長 666,000円 653,000円 -2.0% 629,000円 -3.7% 629,000円

議　員 603,000円 592,000円 -1.8% 570,000円 -3.7% 570,000円

H1.11.1 H3.11.1 改定率 H20.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 790,000円 851,000円 7.7% 797,000円 -6.3% 797,000円

副議長 714,000円 769,000円 7.7% 717,000円 -6.8% 717,000円

議　員 623,000円 671,000円 7.7% 640,000円 -4.6% 640,000円

H4.4.1 H6.7.1 改定率 H21.8.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 827,000円 862,000円 4.2% 827,000円 -4.1% 827,000円

副議長 744,000円 776,000円 4.3% 748,000円 -3.6% 748,000円

議　員 662,000円 690,000円 4.2% 687,000円 -0.4% 687,000円

H4.4.1 H19.6.11 改定率 H27.6.11 改定率 R3.4.1現在

議　長 776,000円 698,000円 -10.1% 737,000円 5.6% 737,000円

副議長 687,000円 618,000円 -10.0% 653,000円 5.7% 653,000円

議　員 622,000円 560,000円 -10.0% 591,000円 5.5% 591,000円

川
　
西
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

西
　
宮
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

尼
　
崎
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

芦
　
屋
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額
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議長・副議長・議員報酬月額の改定状況（直近３回）

H6.10.1 H19.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 780,000円 739,000円 -5.3% 720,000円 -2.6% 720,000円

副議長 699,000円 663,000円 -5.2% 646,000円 -2.6% 646,000円

議　員 632,000円 599,000円 -5.2% 584,000円 -2.5% 584,000円

H21.1.1 H24.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 732,000円 719,000円 -1.8% 711,700円 -1.0% 711,700円

副議長 659,000円 646,000円 -2.0% 639,400円 -1.0% 639,400円

議　員 610,000円 593,000円 -2.8% 587,000円 -1.0% 587,000円

H16.4.1
H24.10.1
（据え置き）

改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 623,000円 623,000円 0.0% 636,000円 2.1% 636,000円

副議長 538,000円 538,000円 0.0% 549,000円 2.0% 549,000円

議　員 490,000円 490,000円 0.0% 500,000円 2.0% 500,000円

伊
　
丹
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

三
　
田
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

宝
　
塚
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額
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県内２９市「議長・副議長・議員報酬一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 議長 順位 副議長 順位 議員 順位 人口 順位

1 川西市 701,000円 9 629,000円 9 570,000円 9 152,104人 9

2 神戸市 1,140,000円 1 1,040,000円 1 930,000円 1 1,511,393人 1

3 姫路市 823,000円 3 747,000円 3 685,000円 3 526,754人 2

4 尼崎市 797,000円 4 717,000円 4 640,000円 4 450,233人 4

5 明石市 732,000円 6 667,000円 5 602,000円 5 299,623人 5

6 西宮市 827,000円 2 748,000円 2 687,000円 2 486,693人 3

7 洲本市 505,000円 16 422,000円 17 390,000円 16 40,723人 22

8 芦屋市 737,000円 5 653,000円 6 591,000円 6 94,011人 11

9 伊丹市 720,000円 7 646,000円 7 584,000円 8 198,141人 8

10 相生市 495,000円 17 424,000円 16 386,000円 17 28,284人 28

11 豊岡市 455,000円 22 376,000円 26 360,000円 20 76,686人 13

12 加古川市 673,000円 10 610,000円 10 563,000円 10 260,149人 6

13 赤穂市 486,000円 18 415,000円 18 375,000円 18 45,308人 18

14 西脇市 465,000円 21 408,000円 19 370,000円 19 38,377人 25

15 宝塚市 711,700円 8 639,400円 8 587,000円 7 223,652人 7

16 三木市 554,000円 13 478,000円 13 423,000円 13 73,975人 14

17 高砂市 629,000円 12 575,000円 11 522,000円 11 87,124人 12

18 小野市 528,000円 14 449,000円 14 409,000円 14 47,212人 17

19 三田市 636,000円 11 549,000円 12 500,000円 12 109,038人 10

20 加西市 451,000円 23 380,000円 22 350,000円 21 42,166人 20

21 篠山市 475,000円 19 385,000円 20 350,000円 21 39,140人 24

22 養父市 430,000円 29 340,000円 29 310,000円 29 21,698人 29

23 丹波市 467,000円 20 383,000円 21 346,000円 26 60,647人 16

24 南あわじ市 450,000円 24 378,000円 24 346,500円 24 43,793人 19

25 朝来市 441,000円 28 363,000円 28 324,000円 28 28,466人 27

26 淡路市 450,000円 24 378,000円 24 346,500円 24 41,037人 21

27 宍粟市 448,000円 27 370,000円 27 346,000円 26 33,920人 26

28 加東市 450,000円 24 380,000円 22 350,000円 21 40,540人 23

29 たつの市 524,000円 15 448,000円 15 404,000円 15 73,727人 15

589,275円 513,157円 467,036円

568,878円 493,644円 449,889円

２８市平均額
（川西市除き）

２７市平均額
（川西市・神戸市除き）
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阪神７市の特別職報酬等の状況
（令和３年４月１日現在）

区分
市 市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

人 円 円 円 円 円 円

条例本則額 982,000 796,000 695,000 H30.4.1 701,000 629,000 570,000 H30.4.1

（議員報酬に
対する割合）

172 140 122 123 110 100

条例本則額 1,177,000 942,000 805,000 H20.4.1 797,000 717,000 640,000 H20.4.1

（議員報酬に
対する割合）

184 147 126 125 112 100

条例本則額 1,206,000 974,000 827,000 H21.8.1 827,000 748,000 687,000 H21.8.1

（議員報酬に
対する割合）

176 142 120 120 109 100

条例本則額 1,061,000 885,000 732,000 H27.6.11 737,000 653,000 591,000 H27.6.11

（議員報酬に
対する割合）

180 150 124 125 110 100

条例本則額 1,036,000 857,000 725,000 H27.4.1 720,000 646,000 584,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

177 147 124 123 111 100

条例本則額 978,000 795,800 682,000 H27.4.1 711,700 639,400 587,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

167 136 116 121 109 100

条例本則額 982,000 785,000 687,000 H27.4.1 636,000 549,000 500,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

196 157 137 127 110 100

人口

川西市

議員報酬

三田市 109,038

伊丹市 198,141

給料

宝塚市 223,652

尼崎市 450,233

西宮市 486,693

芦屋市

22

94,011

26

41

適用年月日

42

152,104 26

21

28

適用年月日 議員定数
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阪神７市の特別職報酬等の状況
＜年収＞ （令和３年４月１日現在）

区分
市 市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

人 円 円 円 円 円 円

条例本則額 18,665,856 15,130,368 13,210,560 H30.4.1 12,155,340 10,906,860 9,883,800 H30.4.1

（議員報酬に
対する割合）

189 153 134 123 110 100

条例本則額 19,841,276 15,879,764 13,570,286 H20.4.1 13,435,426 12,086,826 10,788,800 H20.4.1

（議員報酬に
対する割合）

184 147 126 125 112 100

条例本則額 20,912,040 16,889,160 14,340,180 H21.8.1 14,340,180 12,970,320 11,912,580 H21.8.1

（議員報酬に
対する割合）

176 142 120 120 109 100

条例本則額 18,397,740 15,345,900 12,692,880 H27.6.11 12,779,580 11,323,020 10,247,940 H27.6.11

（議員報酬に
対する割合）

180 150 124 125 110 100

条例本則額 19,124,042 15,819,792 13,383,138 H27.4.1 12,137,400 10,889,946 9,844,780 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

194 161 136 123 111 100

条例本則額 18,836,769 15,327,506 13,135,661 H27.4.1 11,997,483 10,778,686 9,895,353 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

190 155 133 121 109 100

条例本則額 17,027,880 13,611,900 11,912,580 H27.4.1 11,028,240 9,519,660 8,670,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

196 157 137 127 110 100

川西市
152,104 26

尼崎市 450,233 42

人口
給料

適用年月日
議員報酬

適用年月日 議員定数

西宮市 486,693 41

芦屋市 94,011 21

三田市 109,038 22

伊丹市 198,141 28

宝塚市 223,652 26
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一般職給与改定状況（前回の答申で反映済みの平成２８年度を100,000円とした場合）

　【一般職全体】

年度
人事院勧告率

（％）
川西市改定率

（％）
Ｈ２８起点増減率
（対：川西市改定率）

Ｈ２８起点金額
（対：川西市改定率）

平成２８年度 － － － 100,000円

平成２９年度 0.15 0.00 1.0000 100,000円

平成３０年度 0.16 0.17 1.0017 100,170円

令和元度 0.09 0.10 1.0027 100,270円

令和２年度 0.00 0.00 1.0027 100,270円

・前回の答申では、平成２８年度までの川西市改定率を反映済み
平成２８年度比

（対：川西市改定率）
100.3%

※　川西市は平成２９年度人事院勧告＋0.15％を見送り。
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一般職給与改定状況（前回の答申で反映済みの平成２８年度を100,000円とした場合）

　【部長級ベース】

年度
人事院勧告率

（％）
部長級改定率

（％）
Ｈ２８起点増減率
（対：部長級改定率）

Ｈ２８起点金額
（対：部長級改定率）

平成２８年度 － － － 100,000円

平成２９年度 0.15 0.00 1.0000 100,000円

平成３０年度 0.16 0.07 1.0007 100,070円

令和元度 0.09 0.00 1.0007 100,070円

令和２年度 0.00 0.00 1.0007 100,070円

・前回の答申では、平成２８年度までの川西市改定率を反映済み
平成２８年度比

（対：部長級改定率）
100.1%

※　川西市は平成２９年度人事院勧告＋0.15％を見送り。

※　令和元年度の改定は若年層を中心に行っており、部長級の改定率は0％。
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行政委員会について

（１）行政委員会の制度及び趣旨

（２）行政委員報酬について

【地方自治法】

（３）参考
【地方自治法第２０３条の２の解釈について】

〔学陽書房　逐条地方自治法　松本英昭　著〕　抜粋

　行政委員会とは、地方自治法第１３８条の４及び第１８０条の５に基づき、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている執
行機関たる委員会又は委員である。
　行政委員会制度は、戦後、首長への権限集中排除や民主化政策の推進の観点から導入されたものであり、地方自治法及び個
別法で、市町村には「教育委員会」「選挙管理委員会」「人事委員会若しくは公平委員会」「農業委員会」「固定資産評価審査委員
会」の５つの合議制の委員会と「監査委員」を置くこととされている。

　行政委員の報酬については、地方自治法で下記のとおり、「勤務日数に応じて支給する」（日額制）とされているが、ただし書き
において、「条例で特別の定めをした場合は、この限りでない」（月額制・年額制）と定められている。

　第２０３条の２　普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委
員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理
者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職
員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）に対し、報酬を支給しなければなら
ない。
　②　前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場
合は、この限りでない。

　非常勤職員に対する報酬の支給は勤務日数に応じてこれを支給する。このことは非常勤職員に対する報酬が常勤職員に対す
る給料と異なり、いわゆる生活給たる意味は全く有せず、純粋に勤務する反対給付としての性格のみをもつものであり、したがっ
て、それは勤務量、すなわち、具体的には勤務日数に応じて支給されるべきものであるとする原則を明らかにしたのである。
　しかし、実際問題としては、非常勤職員の中にも勤務の実態が常勤職員とほとんど同様になされなければならないものがあり、
その報酬も月額或いは年額をもって支給することがより適当であるものも少なくなく、常にこの原則を貫くことが困難な場合も考え
られるので、ただし書を設け、条例で特別の定めをすれば勤務日数によらないことができるものとされている。
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川西市行政委員会報酬額改定状況

(令和３年４月１日)

改定率 改定率 改定率 改定率

月額 月額 158,900 16.8% 月額 158,900 0% 月額 158,900 0% 月額 150,200 -5.5%

委員長 月額 月額 81,800 16.9% 月額 130,000 59% 月額 130,000 0% 月額 117,900 -9.3%
Ｈ16.4.1
独自改定

委員 月額 月額 58,400 16.8% 月額 58,400 0% 月額 58,400 0% 日額 13,800 -
H29.4.1
日額に移行

委員長 月額 月額 41,600 16.9% 月額 41,600 0% 月額 41,600 0% 日額 15,700 -
H29.4.1
日額に移行

委員 月額 月額 29,500 17.1% 月額 29,500 0% 月額 29,500 0% 日額 13,800 -
H29.4.1
日額に移行

会長 月額 月額 82,500 16.9% 月額 82,500 0% 月額 82,500 0% 月額 59,500 -27.9%

副会長 月額 月額 66,000 16.8% 月額 66,000 0% 月額 66,000 0% 月額 50,100 -24.1%

委員 月額 月額 53,300 16.9% 月額 53,300 0% 月額 53,300 0% 月額 45,800 -14.1%

委員長 日額 日額 16,600 16.9% 日額 16,600 0% 日額 16,600 0% 日額 15,700 -5.4%

委員 日額 日額 14,600 16.8% 日額 14,600 0% 日額 14,600 0% 日額 13,800 -5.5%

代表監査 月額 月額 247,600 16.8% 月額 247,600 0% 月額 247,600 0% 月額 247,600 0.0%

監査委員 月額 月額 247,600 16.8% 月額 247,600 0% 月額 247,600 0% 月額 234,000 -5.5%

議員選任 月額 月額 56,700 16.9% 月額 56,700 0% 月額 56,700 0% 月額 53,600 -5.5%

平成４年

市長等の改定率(特別職報酬等審議会による)

選挙管理委員会

公平委員会

農業委員会

固定資産評価
審査委員会

監査委員

区　　分

教育委員会委員

報酬の額

備考

16.9% - -1.9% -3.7%

平成２９年

報酬の額

平成１６年

報酬の額

平成２６年

報酬の額
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阪神７市「行政委員会の報酬一覧（本則）」

日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額

川西市 月額 150,200 月額 117,900 日額 13,800 月額 247,600 月額 234,000 月額 53,600

尼崎市 月額 161,000 月額 142,000 月額 71,000 月額 190,000 月額 161,000 月額 63,000

西宮市 月額 170,000 月額 132,000 月額 71,000 月額 258,000 月額 249,000 月額 80,000

芦屋市 月額 175,500 月額 139,900 月額 85,900 - - 月額 212,400 月額 43,200

伊丹市 月額 146,700 月額 115,800 月額 63,200 - - - - 月額 52,000

宝塚市 月額 163,500 月額 117,700 日額 13,500 月額 282,200 月額 129,800 月額 58,600

三田市 月額 65,300 月額 44,700 月額 32,700 - - 月額 102,400 月額 45,900

阪神
７市

委員 委員長 委員 代表監査 見識 議員選出

教育委員会 選挙管理委員会 監査委員
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阪神７市「行政委員会の報酬一覧（本則）」

川西市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

三田市

阪神
７市

日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額

日額 15,700 日額 13,800 日額 15,700 日額 13,800 月額 59,500 月額 50,100 月額 45,800

月額 76,000 月額 64,000 日額 15,200 日額 12,900 月額 45,000 月額 43,000 月額 42,000

月額 60,000 月額 54,000 日額 21,200 日額 16,400 月額 65,000 月額 60,000 月額 53,000

月額 72,400 月額 56,200 日額 19,800 日額 14,400

日額 16,700 日額 14,100 日額 16,700 日額 14,100 月額 57,500 - - 月額 45,500

日額 17,200 日額 13,300 日額 17,200 日額 13,100 月額 69,400 月額 51,100 月額 42,200

年額 137,000 年額 125,000 日額 12,000 日額 11,500 月額 51,200 月額 40,700 月額 40,700

未設置

委員長 委員 委員長 委員 会長 副会長（会長代理等）

固定資産評価審査委員会 農業委員会公平委員会

委員
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川西市特別職報酬等審議会

◯議会の議員の議員報酬並びに市長等の給与の額については、以下の通知に基づき、
川西市特別職報酬等審議会を開催し、諮問しています。

   最近における地方公共団体の議会の議員の報酬に関する条例の改正をめぐる世論の
動向にかんがみ、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機
関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があると認められるので、下記要
領によりすみやかに措置されたく、命によって通知する。
   なお、管下各市（特別区を含む。）については、都道府県の例にならい措置を講ずるよう、
また町村については必要に応じ同様の措置を講ずるよう指導されたい。

１　地方自治法第１３８条の４第３項の規定による都道府県知事の附属機関として、別紙
　条例準則を参考として特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）を設置するものと
　すること。
２　都道府県知事は、都道府県議会議員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようと
　するときは、あらかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聞かなければならない
　ものとすること。
　　なお、知事、副知事及び出納長の給料の額についても同様の手続により措置するこ
　とが適当であること。
３　審議会の委員は、都道府県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちか
　任命するものとすること。この場合、当該都道府県の議会の議員、長及び常勤の職員
　を任命することは避けること。

特別職の報酬等について（昭和39年5月28日自治給第208号 自治事務次官通知）（抄）

記

　別紙条例準則（略）
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川西市特別職報酬等審議会の開催状況及び改定状況

適用年月日 適用年月日 適用年月日 適用年月日

市長 890,000 円 8.5 ％ S63.12.1 1,040,000 円 16.9 ％ H4.4.1 1,020,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 982,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

副市長 722,000 円 8.6 ％ S63.12.1 843,000 円 16.8 ％ H4.4.1 827,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 796,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

教育長 630,000 円 8.6 ％ S63.12.1 736,000 円 16.8 ％ H4.4.1 722,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 695,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

議長 635,000 円 8.5 ％ S63.12.1 742,000 円 16.9 ％ H4.4.1 728,000 円 -1.9 ％ H27.4.1 701,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

副議長 570,000 円 8.6 ％ S63.12.1 666,000 円 16.8 ％ H4.4.1 653,000 円 -2.0 ％ H27.4.1 629,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

議員 516,000 円 8.6 ％ S63.12.1 603,000 円 16.9 ％ H4.4.1 592,000 円 -1.8 ％ H27.4.1 570,000 円 -3.7 ％ H30.4.1

※　教育長については、H29特別職報酬等審議会より、新たに諮問対象としており、これまでの改定については他の特別職に準じて改定している。

改定率月額 改定率 月額 改定率 月額
区分

改定の考え方

一般職の給与改定、普通昇給によ
り９．２％の上昇をみることとなった
ため、収入役と一部一般職の職員
の給与との間に逆転現象が生じた。
その是正をもとに改定。

一般職の給与改定、普通昇給により
１８．５％の上昇をみることとなったた
め、収入役と一部一般職の職員の給
与との間に逆転現象が生じた。その
是正をもとに改定。

一般職の給与改定（平成４年～平成２
５年）をもとに△１．９％の改定。

一般職の給与改定（平成２６年～平
成２８年）をもとに△３．７％の改定。

昭和６３年度 平成４年度 平成２６年度 平成２９年度

月額 改定率

2



阪神７市「市長・副市長・教育長給料一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 市長 順位 副市長 順位 教育長 順位 人口 順位

1 川西市 982,000円 5 796,000円 5 695,000円 5 152,104人 5

2 尼崎市 1,177,000円 2 942,000円 2 805,000円 2 450,233人 2

3 西宮市 1,206,000円 1 974,000円 1 827,000円 1 486,693人 1

4 芦屋市 1,061,000円 3 885,000円 3 732,000円 3 94,011人 7

5 伊丹市 1,036,000円 4 857,000円 4 725,000円 4 198,141人 4

6 宝塚市 978,000円 7 795,800円 6 682,000円 7 223,652人 3

7 三田市 982,000円 5 785,000円 7 687,000円 6 109,038人 6

1,073,333円 873,133円 743,000円

※人口は、兵庫県企画県民部ビジョン局統計課発表の「令和３年４月１日現在兵庫県推計人口」を使用（以下同じ）

６市平均額（川西市除き）

3



阪神７市「市長・副市長・教育長年収一覧（本則）」

（令和３年４月１日現在）

市長 副市長 教育長 市長 副市長 教育長

1 川西市 982,000円 796,000円 695,000円 5,703,456円 4,623,168円 4,036,560円 18,665,856円 5 15,130,368円 6 13,210,560円 4

2 尼崎市 1,177,000円 942,000円 805,000円 5,717,276円 4,575,764円 3,910,286円 19,841,276円 2 15,879,764円 2 13,570,286円 2

3 西宮市 1,206,000円 974,000円 827,000円 6,440,040円 5,201,160円 4,416,180円 20,912,040円 1 16,889,160円 1 14,340,180円 1

4 芦屋市 1,061,000円 885,000円 732,000円 5,665,740円 4,725,900円 3,908,880円 18,397,740円 6 15,345,900円 4 12,692,880円 6

5 伊丹市 1,036,000円 857,000円 725,000円 5,448,842円 4,507,392円 3,813,138円 19,124,042円 3 15,819,792円 3 13,383,138円 3

6 宝塚市 978,000円 795,800円 682,000円 5,340,369円 4,345,466円 3,724,061円 18,836,769円 4 15,327,506円 5 13,135,661円 5

7 三田市 982,000円 785,000円 687,000円 5,243,880円 4,191,900円 3,668,580円 17,027,880円 7 13,611,900円 7 11,912,580円 7

年収（給与＋地域手当＋期末手当）
支給額

支給率
支給額

支給月数 役職加算
支給額（順位）

市長 副市長 教育長

10% 4.4月 0% なし

給料月額 地域手当 期末手当

管理職加算

なし 3.35月 45% なし

なし 4.45月 20% なし

なし 4.45月 20% なし

10% 3.35月 20% 25%

15% 3.35月 20% 25%

なし 4.45月 20% なし

＜算定方法＞

{（給料月額＋地域手当）＋（給料月額＋地域手当）×役職加算＋（給料月額×管理職加算）}×支給月数

川西市の場合
{(982,000円+98,200円)+(982,000円+98,200円)×0.2+(982,000×0)}×4.45

役職加算 　　　役職段階等に応じて定められた加算割合
管理職加算 　　　管理・監督の地位に応じて定められた加算割合
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市長・副市長・教育長給料月額の改定状況（直近３回）

H4.4.1 H27.4.1 改定率 H30.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,040,000円 1,020,000円 -1.9% 982,000円 -3.7% 982,000円

副市長 843,000円 827,000円 -1.9% 796,000円 -3.7% 796,000円

教育長 736,000円 722,000円 -1.9% 695,000円 -3.7% 695,000円

H1.11.1 H3.11.1 改定率 H20.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,148,000円 1,234,000円 7.5% 1,177,000円 -4.6% 1,177,000円

副市長 927,000円 997,000円 7.6% 942,000円 -5.5% 942,000円

教育長 805,000円 844,000円 4.8% 805,000円 -4.6% 805,000円

H4.4.1 H6.7.1 改定率 H21.8.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,226,000円 1,261,000円 2.9% 1,206,000円 -4.4% 1,206,000円

副市長 995,000円 1,022,000円 2.7% 974,000円 -4.7% 974,000円

教育長 827,000円 862,000円 4.2% 827,000円 -4.1% 827,000円

H4.4.1 H19.4.1 改定率 H27.6.11 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,072,000円 836,000円 -22.0% 1,061,000円 26.9% 1,061,000円

副市長 894,000円 724,000円 -19.0% 885,000円 22.2% 885,000円

教育長 740,000円 614,000円 -17.0% 732,000円 19.2% 732,000円

川
　
西
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

尼
　
崎
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

西
　
宮
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

給料月額

芦
　
屋
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額
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市長・副市長・教育長給料月額の改定状況（直近３回）

H6.10.1 H19.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 H29.4.1現在

市   長 1,121,000円 1,063,000円 -5.2% 1,036,000円 -2.5% 1,036,000円

副市長 927,000円 879,000円 -5.2% 857,000円 -2.5% 857,000円

教育長 785,000円 744,000円 -5.2% 725,000円 -2.6% 725,000円

H21.1.1 H24.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,021,000円 988,000円 -3.2% 978,000円 -1.0% 978,000円

副市長 835,000円 804,000円 -3.7% 795,800円 -1.0% 795,800円

教育長 716,000円 689,000円 -3.8% 682,000円 -1.0% 682,000円

H16.4.1 H24.10.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

市   長 1,000,000円 945,000円 -5.5% 982,000円 3.9% 982,000円

副市長 800,000円 756,000円 -5.5% 785,000円 3.8% 785,000円

教育長 700,000円 661,000円 -5.6% 687,000円 3.9% 687,000円

伊
　
丹
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

三
　
田
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

宝
　
塚
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

給料月額

6



県内２９市「市長・副市長・教育長給料一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 市長 順位 副市長 順位 教育長 順位 人口 順位

1 川西市 982,000円 10 796,000円 12 695,000円 11 152,104人 9

2 神戸市 1,410,000円 1 1,110,000円 1 830,000円 1 1,511,393人 1

3 姫路市 1,180,000円 3 960,000円 3 810,000円 3 526,754人 2

4 尼崎市 1,177,000円 4 942,000円 4 805,000円 4 450,233人 4

5 明石市 1,084,000円 6 895,000円 6 733,000円 6 299,623人 5

6 西宮市 1,206,000円 2 974,000円 2 827,000円 2 486,693人 3

7 洲本市 920,000円 18 740,000円 20 650,000円 18 40,723人 22

8 芦屋市 1,061,000円 7 885,000円 7 732,000円 7 94,011人 11

9 伊丹市 1,036,000円 8 857,000円 8 725,000円 8 198,141人 8

10 相生市 897,000円 19 744,000円 18 646,000円 19 28,284人 28

11 豊岡市 885,000円 22 695,000円 24 615,000円 25 76,686人 13

12 加古川市 1,094,000円 5 904,000円 5 779,000円 5 260,149人 6

13 赤穂市 894,000円 20 742,000円 19 644,000円 20 45,308人 18

14 西脇市 921,000円 17 750,000円 16 665,000円 16 38,377人 25

15 宝塚市 978,000円 14 795,800円 13 682,000円 15 223,652人 7

16 三木市 980,000円 12 830,000円 10 710,000円 9 73,975人 14

17 高砂市 1,012,000円 9 832,000円 9 702,000円 10 87,124人 12

18 小野市 980,000円 12 794,000円 14 695,000円 11 47,212人 17

19 三田市 982,000円 10 785,000円 15 687,000円 13 109,038人 10

20 加西市 893,000円 21 714,000円 21 640,000円 21 42,166人 20

21 丹波篠山市 837,000円 28 666,000円 28 612,000円 26 39,140人 24

22 養父市 783,000円 29 630,000円 29 585,000円 29 21,698人 29

23 丹波市 877,000円 24 698,000円 23 627,000円 24 60,647人 16

24 南あわじ市 850,000円 27 680,000円 27 600,000円 28 43,793人 19

25 朝来市 865,000円 25 684,000円 26 635,000円 23 28,466人 27

26 淡路市 860,000円 26 690,000円 25 610,000円 27 41,037人 21

27 宍粟市 880,000円 23 712,000円 22 638,000円 22 33,920人 26

28 加東市 940,000円 16 750,000円 16 660,000円 17 40,540人 23

29 たつの市 965,000円 15 800,000円 11 685,000円 14 73,727人 15

980,250円 794,957円 686,750円

964,333円 783,289円 681,444円

２８市平均額
（川西市除き）

２７市平均額
（川西市・神戸市除き）
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阪神７市「議長・副議長・議員報酬一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 議長 順位 副議長 順位 議員 順位 人口 順位

1 川西市 701,000円 6 629,000円 6 570,000円 6 152,104人 5

2 尼崎市 797,000円 2 717,000円 2 640,000円 2 450,233人 2

3 西宮市 827,000円 1 748,000円 1 687,000円 1 486,693人 1

4 芦屋市 737,000円 3 653,000円 3 591,000円 3 94,011人 7

5 伊丹市 720,000円 4 646,000円 4 584,000円 5 198,141人 4

6 宝塚市 711,700円 5 639,400円 5 587,000円 4 223,652人 3

7 三田市 636,000円 7 549,000円 7 500,000円 7 109,038人 6

738,117円 658,733円 598,167円６市平均額（川西市除き）
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阪神７市「議長・副議長・議員年収一覧（本則）」

（令和３年４月１日現在）

議長 副議長 議員 議長 副議長 議員

1 川西市 701,000円 629,000円 570,000円 3,743,340円 3,358,860円 3,043,800円 12,155,340円 4 10,906,860円 4 9,883,800円 5

2 尼崎市 797,000円 717,000円 640,000円 3,871,426円 3,482,826円 3,108,800円 13,435,426円 2 12,086,826円 2 10,788,800円 2

3 西宮市 827,000円 748,000円 687,000円 4,416,180円 3,994,320円 3,668,580円 14,340,180円 1 12,970,320円 1 11,912,580円 1

4 芦屋市 737,000円 653,000円 591,000円 3,935,580円 3,487,020円 3,155,940円 12,779,580円 3 11,323,020円 3 10,247,940円 3

5 伊丹市 720,000円 646,000円 584,000円 3,497,400円 3,137,946円 2,836,780円 12,137,400円 5 10,889,946円 5 9,844,780円 6

6 宝塚市 711,700円 639,400円 587,000円 3,457,083円 3,105,886円 2,851,353円 11,997,483円 6 10,778,686円 6 9,895,353円 4

7 三田市 636,000円 549,000円 500,000円 3,396,240円 2,931,660円 2,670,000円 11,028,240円 7 9,519,660円 7 8,670,000円 74.45月 20%

4.45月 20%

4.45月 20%

3.35月 45%

4.45月 20%

3.35月 45%

3.35月 45%

報酬月額 期末手当 年収（報酬＋期末手当）
支給額 支給額

支給月数 役職加算
支給額（順位）

議長 副議長 議員

＜算定方法＞

｛報酬月額＋（報酬月額×役職加算）｝×支給月数

川西市の場合
｛701,000円+(701,000円×0.2)｝×4.45

役職加算 　　　役職段階等に応じて定められた加算割合

9



議長・副議長・議員報酬月額の改定状況（直近３回）

H4.4.1 H27.4.1 改定率 H30.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 742,000円 728,000円 -1.9% 701,000円 -3.7% 701,000円

副議長 666,000円 653,000円 -2.0% 629,000円 -3.7% 629,000円

議　員 603,000円 592,000円 -1.8% 570,000円 -3.7% 570,000円

H1.11.1 H3.11.1 改定率 H20.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 790,000円 851,000円 7.7% 797,000円 -6.3% 797,000円

副議長 714,000円 769,000円 7.7% 717,000円 -6.8% 717,000円

議　員 623,000円 671,000円 7.7% 640,000円 -4.6% 640,000円

H4.4.1 H6.7.1 改定率 H21.8.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 827,000円 862,000円 4.2% 827,000円 -4.1% 827,000円

副議長 744,000円 776,000円 4.3% 748,000円 -3.6% 748,000円

議　員 662,000円 690,000円 4.2% 687,000円 -0.4% 687,000円

H4.4.1 H19.6.11 改定率 H27.6.11 改定率 R3.4.1現在

議　長 776,000円 698,000円 -10.1% 737,000円 5.6% 737,000円

副議長 687,000円 618,000円 -10.0% 653,000円 5.7% 653,000円

議　員 622,000円 560,000円 -10.0% 591,000円 5.5% 591,000円

川
　
西
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

西
　
宮
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

尼
　
崎
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

芦
　
屋
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額
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議長・副議長・議員報酬月額の改定状況（直近３回）

H6.10.1 H19.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 780,000円 739,000円 -5.3% 720,000円 -2.6% 720,000円

副議長 699,000円 663,000円 -5.2% 646,000円 -2.6% 646,000円

議　員 632,000円 599,000円 -5.2% 584,000円 -2.5% 584,000円

H21.1.1 H24.4.1 改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 732,000円 719,000円 -1.8% 711,700円 -1.0% 711,700円

副議長 659,000円 646,000円 -2.0% 639,400円 -1.0% 639,400円

議　員 610,000円 593,000円 -2.8% 587,000円 -1.0% 587,000円

H16.4.1
H24.10.1
（据え置き）

改定率 H27.4.1 改定率 R3.4.1現在

議　長 623,000円 623,000円 0.0% 636,000円 2.1% 636,000円

副議長 538,000円 538,000円 0.0% 549,000円 2.0% 549,000円

議　員 490,000円 490,000円 0.0% 500,000円 2.0% 500,000円

伊
　
丹
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

三
　
田
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額

宝
　
塚
　
市

条
例
本
則
額

適用年月日

報酬月額
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県内２９市「議長・副議長・議員報酬一覧（本則）」

（R3.4.1現在）

No. 団体名 議長 順位 副議長 順位 議員 順位 人口 順位

1 川西市 701,000円 9 629,000円 9 570,000円 9 152,104人 9

2 神戸市 1,140,000円 1 1,040,000円 1 930,000円 1 1,511,393人 1

3 姫路市 823,000円 3 747,000円 3 685,000円 3 526,754人 2

4 尼崎市 797,000円 4 717,000円 4 640,000円 4 450,233人 4

5 明石市 732,000円 6 667,000円 5 602,000円 5 299,623人 5

6 西宮市 827,000円 2 748,000円 2 687,000円 2 486,693人 3

7 洲本市 505,000円 16 422,000円 17 390,000円 16 40,723人 22

8 芦屋市 737,000円 5 653,000円 6 591,000円 6 94,011人 11

9 伊丹市 720,000円 7 646,000円 7 584,000円 8 198,141人 8

10 相生市 495,000円 17 424,000円 16 386,000円 17 28,284人 28

11 豊岡市 455,000円 22 376,000円 26 360,000円 20 76,686人 13

12 加古川市 673,000円 10 610,000円 10 563,000円 10 260,149人 6

13 赤穂市 486,000円 18 415,000円 18 375,000円 18 45,308人 18

14 西脇市 465,000円 21 408,000円 19 370,000円 19 38,377人 25

15 宝塚市 711,700円 8 639,400円 8 587,000円 7 223,652人 7

16 三木市 554,000円 13 478,000円 13 423,000円 13 73,975人 14

17 高砂市 629,000円 12 575,000円 11 522,000円 11 87,124人 12

18 小野市 528,000円 14 449,000円 14 409,000円 14 47,212人 17

19 三田市 636,000円 11 549,000円 12 500,000円 12 109,038人 10

20 加西市 451,000円 23 380,000円 22 350,000円 21 42,166人 20

21 篠山市 475,000円 19 385,000円 20 350,000円 21 39,140人 24

22 養父市 430,000円 29 340,000円 29 310,000円 29 21,698人 29

23 丹波市 467,000円 20 383,000円 21 346,000円 26 60,647人 16

24 南あわじ市 450,000円 24 378,000円 24 346,500円 24 43,793人 19

25 朝来市 441,000円 28 363,000円 28 324,000円 28 28,466人 27

26 淡路市 450,000円 24 378,000円 24 346,500円 24 41,037人 21

27 宍粟市 448,000円 27 370,000円 27 346,000円 26 33,920人 26

28 加東市 450,000円 24 380,000円 22 350,000円 21 40,540人 23

29 たつの市 524,000円 15 448,000円 15 404,000円 15 73,727人 15

589,275円 513,157円 467,036円

568,878円 493,644円 449,889円

２８市平均額
（川西市除き）

２７市平均額
（川西市・神戸市除き）

12



阪神７市の特別職報酬等の状況
（令和３年４月１日現在）

区分
市 市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

人 円 円 円 円 円 円

条例本則額 982,000 796,000 695,000 H30.4.1 701,000 629,000 570,000 H30.4.1

（議員報酬に
対する割合）

172 140 122 123 110 100

条例本則額 1,177,000 942,000 805,000 H20.4.1 797,000 717,000 640,000 H20.4.1

（議員報酬に
対する割合）

184 147 126 125 112 100

条例本則額 1,206,000 974,000 827,000 H21.8.1 827,000 748,000 687,000 H21.8.1

（議員報酬に
対する割合）

176 142 120 120 109 100

条例本則額 1,061,000 885,000 732,000 H27.6.11 737,000 653,000 591,000 H27.6.11

（議員報酬に
対する割合）

180 150 124 125 110 100

条例本則額 1,036,000 857,000 725,000 H27.4.1 720,000 646,000 584,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

177 147 124 123 111 100

条例本則額 978,000 795,800 682,000 H27.4.1 711,700 639,400 587,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

167 136 116 121 109 100

条例本則額 982,000 785,000 687,000 H27.4.1 636,000 549,000 500,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

196 157 137 127 110 100

人口

川西市

議員報酬

三田市 109,038

伊丹市 198,141

給料

宝塚市 223,652

尼崎市 450,233

西宮市 486,693

芦屋市

22

94,011

26

41

適用年月日

42

152,104 26

21

28

適用年月日 議員定数
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阪神７市の特別職報酬等の状況
＜年収＞ （令和３年４月１日現在）

区分
市 市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

人 円 円 円 円 円 円

条例本則額 18,665,856 15,130,368 13,210,560 H30.4.1 12,155,340 10,906,860 9,883,800 H30.4.1

（議員報酬に
対する割合）

189 153 134 123 110 100

条例本則額 19,841,276 15,879,764 13,570,286 H20.4.1 13,435,426 12,086,826 10,788,800 H20.4.1

（議員報酬に
対する割合）

184 147 126 125 112 100

条例本則額 20,912,040 16,889,160 14,340,180 H21.8.1 14,340,180 12,970,320 11,912,580 H21.8.1

（議員報酬に
対する割合）

176 142 120 120 109 100

条例本則額 18,397,740 15,345,900 12,692,880 H27.6.11 12,779,580 11,323,020 10,247,940 H27.6.11

（議員報酬に
対する割合）

180 150 124 125 110 100

条例本則額 19,124,042 15,819,792 13,383,138 H27.4.1 12,137,400 10,889,946 9,844,780 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

194 161 136 123 111 100

条例本則額 18,836,769 15,327,506 13,135,661 H27.4.1 11,997,483 10,778,686 9,895,353 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

190 155 133 121 109 100

条例本則額 17,027,880 13,611,900 11,912,580 H27.4.1 11,028,240 9,519,660 8,670,000 H27.4.1

（議員報酬に
対する割合）

196 157 137 127 110 100

川西市
152,104 26

尼崎市 450,233 42

人口
給料

適用年月日
議員報酬

適用年月日 議員定数

西宮市 486,693 41

芦屋市 94,011 21

三田市 109,038 22

伊丹市 198,141 28

宝塚市 223,652 26
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一般職給与改定状況（前回の答申で反映済みの平成２８年度を100,000円とした場合）

　【一般職全体】

年度
人事院勧告率

（％）
川西市改定率

（％）
Ｈ２８起点増減率
（対：川西市改定率）

Ｈ２８起点金額
（対：川西市改定率）

平成２８年度 － － － 100,000円

平成２９年度 0.15 0.00 1.0000 100,000円

平成３０年度 0.16 0.17 1.0017 100,170円

令和元度 0.09 0.10 1.0027 100,270円

令和２年度 0.00 0.00 1.0027 100,270円

・前回の答申では、平成２８年度までの川西市改定率を反映済み
平成２８年度比

（対：川西市改定率）
100.3%

※　川西市は平成２９年度人事院勧告＋0.15％を見送り。

　

15



一般職給与改定状況（前回の答申で反映済みの平成２８年度を100,000円とした場合）

　【部長級ベース】

年度
人事院勧告率

（％）
部長級改定率

（％）
Ｈ２８起点増減率
（対：部長級改定率）

Ｈ２８起点金額
（対：部長級改定率）

平成２８年度 － － － 100,000円

平成２９年度 0.15 0.00 1.0000 100,000円

平成３０年度 0.16 0.07 1.0007 100,070円

令和元度 0.09 0.00 1.0007 100,070円

令和２年度 0.00 0.00 1.0007 100,070円

・前回の答申では、平成２８年度までの川西市改定率を反映済み
平成２８年度比

（対：部長級改定率）
100.1%

※　川西市は平成２９年度人事院勧告＋0.15％を見送り。

※　令和元年度の改定は若年層を中心に行っており、部長級の改定率は0％。
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行政委員会について

（１）行政委員会の制度及び趣旨

（２）行政委員報酬について

【地方自治法】

（３）参考
【地方自治法第２０３条の２の解釈について】

〔学陽書房　逐条地方自治法　松本英昭　著〕　抜粋

　行政委員会とは、地方自治法第１３８条の４及び第１８０条の５に基づき、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている執
行機関たる委員会又は委員である。
　行政委員会制度は、戦後、首長への権限集中排除や民主化政策の推進の観点から導入されたものであり、地方自治法及び個
別法で、市町村には「教育委員会」「選挙管理委員会」「人事委員会若しくは公平委員会」「農業委員会」「固定資産評価審査委員
会」の５つの合議制の委員会と「監査委員」を置くこととされている。

　行政委員の報酬については、地方自治法で下記のとおり、「勤務日数に応じて支給する」（日額制）とされているが、ただし書き
において、「条例で特別の定めをした場合は、この限りでない」（月額制・年額制）と定められている。

　第２０３条の２　普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委
員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理
者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職
員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）に対し、報酬を支給しなければなら
ない。
　②　前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場
合は、この限りでない。

　非常勤職員に対する報酬の支給は勤務日数に応じてこれを支給する。このことは非常勤職員に対する報酬が常勤職員に対す
る給料と異なり、いわゆる生活給たる意味は全く有せず、純粋に勤務する反対給付としての性格のみをもつものであり、したがっ
て、それは勤務量、すなわち、具体的には勤務日数に応じて支給されるべきものであるとする原則を明らかにしたのである。
　しかし、実際問題としては、非常勤職員の中にも勤務の実態が常勤職員とほとんど同様になされなければならないものがあり、
その報酬も月額或いは年額をもって支給することがより適当であるものも少なくなく、常にこの原則を貫くことが困難な場合も考え
られるので、ただし書を設け、条例で特別の定めをすれば勤務日数によらないことができるものとされている。
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川西市行政委員会報酬額改定状況

(令和３年４月１日)

改定率 改定率 改定率 改定率

月額 月額 158,900 16.8% 月額 158,900 0% 月額 158,900 0% 月額 150,200 -5.5%

委員長 月額 月額 81,800 16.9% 月額 130,000 59% 月額 130,000 0% 月額 117,900 -9.3%
Ｈ16.4.1
独自改定

委員 月額 月額 58,400 16.8% 月額 58,400 0% 月額 58,400 0% 日額 13,800 -
H30.4.1
日額に移行

委員長 月額 月額 41,600 16.9% 月額 41,600 0% 月額 41,600 0% 日額 15,700 -
H30.4.1
日額に移行

委員 月額 月額 29,500 17.1% 月額 29,500 0% 月額 29,500 0% 日額 13,800 -
H30.4.1
日額に移行

会長 月額 月額 82,500 16.9% 月額 82,500 0% 月額 82,500 0% 月額 59,500 -27.9%

副会長 月額 月額 66,000 16.8% 月額 66,000 0% 月額 66,000 0% 月額 50,100 -24.1%

委員 月額 月額 53,300 16.9% 月額 53,300 0% 月額 53,300 0% 月額 45,800 -14.1%

委員長 日額 日額 16,600 16.9% 日額 16,600 0% 日額 16,600 0% 日額 15,700 -5.4%

委員 日額 日額 14,600 16.8% 日額 14,600 0% 日額 14,600 0% 日額 13,800 -5.5%

代表監査 月額 月額 247,600 16.8% 月額 247,600 0% 月額 247,600 0% 月額 247,600 0.0%

監査委員 月額 月額 247,600 16.8% 月額 247,600 0% 月額 247,600 0% 月額 234,000 -5.5%

議員選任 月額 月額 56,700 16.9% 月額 56,700 0% 月額 56,700 0% 月額 53,600 -5.5%

平成４年

市長等の改定率(特別職報酬等審議会による)

選挙管理委員会

公平委員会

農業委員会

固定資産評価
審査委員会

監査委員

区　　分

教育委員会委員

報酬の額

備考

16.9% - -1.9% -3.7%

平成２９年

報酬の額

平成１６年

報酬の額

平成２６年

報酬の額
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阪神７市「行政委員会の報酬一覧（本則）」

日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額

川西市 月額 150,200 月額 117,900 日額 13,800 月額 247,600 月額 234,000 月額 53,600

尼崎市 月額 161,000 月額 142,000 月額 71,000 月額 190,000 月額 161,000 月額 63,000

西宮市 月額 170,000 月額 132,000 月額 71,000 月額 258,000 月額 249,000 月額 80,000

芦屋市 月額 175,500 月額 139,900 月額 85,900 - - 月額 212,400 月額 43,200

伊丹市 月額 146,700 月額 115,800 月額 63,200 - - - - 月額 52,000

宝塚市 月額 163,500 月額 117,700 日額 13,500 月額 282,200 月額 129,800 月額 58,600

三田市 月額 65,300 月額 44,700 月額 32,700 - - 月額 102,400 月額 45,900

阪神
７市

委員 委員長 委員 代表監査 見識 議員選出

教育委員会 選挙管理委員会 監査委員
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阪神７市「行政委員会の報酬一覧（本則）」

川西市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

三田市

阪神
７市

日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額 日額・月額 金額

日額 15,700 日額 13,800 日額 15,700 日額 13,800 月額 59,500 月額 50,100 月額 45,800

月額 76,000 月額 64,000 日額 15,200 日額 12,900 月額 45,000 月額 43,000 月額 42,000

月額 60,000 月額 54,000 日額 21,200 日額 16,400 月額 65,000 月額 60,000 月額 53,000

月額 72,400 月額 56,200 日額 19,800 日額 14,400

日額 16,700 日額 14,100 日額 16,700 日額 14,100 月額 57,500 - - 月額 45,500

日額 17,200 日額 13,300 日額 17,200 日額 13,100 月額 69,400 月額 51,100 月額 42,200

年額 137,000 年額 125,000 日額 12,000 日額 11,500 月額 51,200 月額 40,700 月額 40,700

未設置

委員長 委員 委員長 委員 会長 副会長（会長代理等）

固定資産評価審査委員会 農業委員会公平委員会

委員
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